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   新型コロナウイルス感染症について、感染症法での位置づけがこれまで「新型インフルエンザ等 

  感染症（いわゆる２類相当）」とされていましたが、令和５年５月８日から「５類感染症」となりま 

  した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ２類相当から５類への変更に際して 

    ●政府として一律に日常における基本的感染対策を求めることはない。 

    ●感染症法に基づく、新型コロナ陽性者及び濃厚接触者の外出自粛は求められなくなる。 

    ●限られた医療機関でのみ受診可能であったのが、幅広い医療機関において受診可能になる。 

    ●医療費等について、健康保険が適用され 1 割から 3 割は自己負担いただくことが基本となるが、

一定期間は公費支援を継続する。 

 

   出典：厚生労働省 HP「新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行後の対応について」 

 

 

   上記に伴い、健康保険の傷病手当金の申請について、今までは新型コロナウイルス感染症にかかる

傷病手当金については、臨時的な取り扱いとして、療養担当者意見の証明（医師の証明）の添付が不

要となっていましたが、申請期間の初日が５月８日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷

病による申請と同様に、療養担当者意見の証明（医師の証明）が必要となります。 

 

  申請の際にはご注意ください。 

 

 
    
 
 

 「 源泉所得税関係についての法改正 」 

 
     令和５年の税制改正の大きな変更の１つに給与明細等の電子交付に関して変更が加えられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    この改正は、令和 5 年 4 月 1 日以後に行う通知について適用されます。 

 

 

 

 

 「 労働保険料申告の時期になります！ 」 

 

    労働保険料の申告の時期になります。 

    申告・納付期限は、６月１日～７月１０日までです。昨年１０月と今年４月に雇用保険料率が変更に 

    なっておりますのでご注意ください。 

 

    また、厚生労働省にて電子申請に関する特設サイトも公表されております。以下、URL。 

    

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/denshi-sh

insei/tokusetusaito.html 

 

 

    簡単・便利に申請手続きができますので、ぜひご活用ください。 

    ※特定の法人については、令和２年４月から電子申請が義務化されています。 
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新型コロナウイルスに係る傷病手当金申請における医師の証明について 
従 来 

給与明細や源泉徴収を電子交付する場合には従業員からの同意が必要となっており、 

同意を得られない場合は、従来通り紙で明細を発行する必要がある 

改 正 
従業員からの直接同意がなかったとしても、事業主が設定した期限までに同意の有無に

ついて回答がなかった場合、承諾したとみなすことが出来る 


